
貸金業法施行規則

昭和58年 8月10日大蔵省令第40号

改正：令和 2年 3月16日内閣府令第12号（貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令）

改正前 改正後

-附則-

施行日：令和 2年 3月16日

（施行期日）

１ この省令は、法の施行の日（昭和五十八

年十一月一日）から施行する。

（契約締結時の書面の交付に関する特例）

２ 利息制限法施行令等の一部を改正する政

令（平成二十六年政令第五十一号）の施行に

伴い利息制限法第六条第二項第三号に掲げる

費用の変更（社会保障の安定財源の確保等を

図る税制の抜本的な改革を行うための消費税

法の一部を改正する等の法律（平成二十四年

法律第六十八号。次項において「消費税法一

部改正法」という。）第二条の規定による消

費税法（昭和六十三年法律第百八号）第二十

九条の改正に伴う消費税額に相当する額及び

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜

本的な改革を行うための地方税法及び地方交

付税法の一部を改正する法律（平成二十四年

法律第六十九号。次項において「地方税法等

一部改正法」という。）第一条の規定による

地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号

）第七十二条の八十三の改正に伴う地方消費

税額に相当する額の変更に限る。）を行つた

貸金業者における次の表の上欄に掲げる規定

の適用については、これらの規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲

げる字句とする。

〔注：ここに表示されていた表は出力されま

せんでした。この表はオンライン画面でご覧

下さい〕

（契約締結時の書面の交付に関する特例）

３ 利息制限法施行令等の一部を改正する政

（施行期日）

１ この省令は、法の施行の日（昭和五十八

年十一月一日）から施行する。

（契約締結時の書面の交付に関する特例）

２ 利息制限法施行令等の一部を改正する政

令（平成二十六年政令第五十一号）の施行に

伴い利息制限法第六条第二項第三号に掲げる

費用の変更（社会保障の安定財源の確保等を

図る税制の抜本的な改革を行うための消費税

法の一部を改正する等の法律（平成二十四年

法律第六十八号。次項において「消費税法一

部改正法」という。）第二条の規定による消

費税法（昭和六十三年法律第百八号）第二十

九条の改正に伴う消費税額に相当する額及び

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜

本的な改革を行うための地方税法及び地方交

付税法の一部を改正する法律（平成二十四年

法律第六十九号。次項において「地方税法等

一部改正法」という。）第一条の規定による

地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号

）第七十二条の八十三の改正に伴う地方消費

税額に相当する額の変更に限る。）を行つた

貸金業者における次の表の上欄に掲げる規定

の適用については、これらの規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲

げる字句とする。

〔注：ここに表示されていた表は出力されま

せんでした。この表はオンライン画面でご覧

下さい〕

（契約締結時の書面の交付に関する特例）

３ 利息制限法施行令等の一部を改正する政
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令（令和元年政令第九十三号）の施行に伴い

利息制限法第六条第二項第三号に掲げる費用

の変更（消費税法一部改正法第三条の規定に

よる消費税法第二十九条の改正に伴う消費税

額に相当する額及び地方税法等一部改正法第

二条の規定による地方税法第七十二条の八十

三の改正に伴う地方消費税額に相当する額の

変更に限る。）を行つた貸金業者における次

の表の上欄に掲げる規定の適用については、

これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

〔注：ここに表示されていた表は出力されま

せんでした。この表はオンライン画面でご覧

下さい〕

（令和元年台風第十九号に伴う貸付けに関す

る特例）

４ 個人顧客が令和元年台風第十九号に際し

災害救助法（昭和二十二年法律第百十八号）

が適用された同法第二条に規定する市町村の

区域に住所又は居所を有する者（次項におい

て「特例対象者」という。）である場合にお

ける次の表の上欄に掲げる規定の適用につい

ては、令和二年四月三十日までの間は、これ

らの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

〔注：ここに表示されていた表は出力されま

せんでした。この表はオンライン画面でご覧

下さい〕

５ 貸金業者が貸金業法施行規則の一部を改

正する内閣府令（令和元年内閣府令第三十五

号）の施行の日から令和二年四月三十日まで

の間に、特例対象者である個人顧客との間で

第十条の二十三第一項第三号に掲げる貸付け

に係る契約を締結した場合において、当該個

人顧客が同条第二項第三号イに掲げる書面を

提出することができないときは、同項の規定

にかかわらず、当該貸金業者は、当該貸付け

に係る契約を締結した日から六月を経過する

令（令和元年政令第九十三号）の施行に伴い

利息制限法第六条第二項第三号に掲げる費用

の変更（消費税法一部改正法第三条の規定に

よる消費税法第二十九条の改正に伴う消費税

額に相当する額及び地方税法等一部改正法第

二条の規定による地方税法第七十二条の八十

三の改正に伴う地方消費税額に相当する額の

変更に限る。）を行つた貸金業者における次

の表の上欄に掲げる規定の適用については、

これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

〔注：ここに表示されていた表は出力されま

せんでした。この表はオンライン画面でご覧

下さい〕

（令和元年台風第十九号に伴う貸付けに関す

る特例）

４ 個人顧客が令和元年台風第十九号に際し

災害救助法（昭和二十二年法律第百十八号）

が適用された同法第二条に規定する市町村の

区域に住所又は居所を有する者（次項におい

て「特例対象者」という。）である場合にお

ける次の表の上欄に掲げる規定の適用につい

ては、令和二年四月三十日までの間は、これ

らの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

〔注：ここに表示されていた表は出力されま

せんでした。この表はオンライン画面でご覧

下さい〕

５ 貸金業者が貸金業法施行規則の一部を改

正する内閣府令（令和元年内閣府令第三十五

号）の施行の日から令和二年四月三十日まで

の間に、特例対象者である個人顧客との間で

第十条の二十三第一項第三号に掲げる貸付け

に係る契約を締結した場合において、当該個

人顧客が同条第二項第三号イに掲げる書面を

提出することができないときは、同項の規定

にかかわらず、当該貸金業者は、当該貸付け

に係る契約を締結した日から六月を経過する
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日までの間は、当該書面に代えて、当該書面

を提出することができない理由を記載した書

面を保存することができる。

◆追加◆

◆追加◆

日までの間は、当該書面に代えて、当該書面

を提出することができない理由を記載した書

面を保存することができる。

（新型コロナウイルス感染症の患者等に対す

る貸付けに関する特例）

６ 個人顧客が新型コロナウイルス感染症（

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成

二十四年法律第三十一号）附則第一条の二第

一項に規定する新型コロナウイルス感染症を

いう。）の患者その他新型コロナウイルス感

染症の発生及びそのまん延により第十条の二

十三第一項第四号ロ若しくは第十条の二十八

第一項第三号ロの規定による事業計画、収支

計画及び資金計画、第十条の二十三第二項第

二号の二ロ(2)に定める書面又は同項第三号

イ若しくは同項第四号ロに掲げる書面を提出

することが困難となつた者（次項において「

特例対象者」という。）である場合における

次の表の上欄に掲げる規定の適用については

、同法附則第一条の二第一項の政令で定める

日までの間は、これらの規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる

字句とする。

〔注：ここに表示されていた表は出力されま

せんでした。この表はオンライン画面でご覧

下さい〕

７ 貸金業者が貸金業法施行規則の一部を改

正する内閣府令（令和二年内閣府令第十二号

）の施行の日から新型インフルエンザ等対策

特別措置法附則第一条の二第一項の政令で定

める日までの間に、特例対象者である個人顧

客との間で第十条の二十三第一項第三号に掲

げる貸付けに係る契約を締結した場合におい

て、当該個人顧客が同条第二項第三号イに掲

げる書面を提出することができないときは、

同項の規定にかかわらず、当該貸金業者は、

当該貸付けに係る契約を締結した日から六月

を経過する日までの間は、当該書面に代えて
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、当該書面を提出することができない理由を

記載した書面を保存することができる。

-改正法･附則・題名- ～令和 2年 3月16日 内閣府 令 第12号～

施行日：令和 2年 3月16日

◆追加◆ 附 則（令和二・三・一六内閣令一二）

-改正法･附則- ～令和 2年 3月16日 内閣府 令 第12号～

施行日：令和 2年 3月16日

◆追加◆ （施行期日）

１ この府令は、公布の日から施行し、この

府令による改正後の貸金業法施行規則（以下

「新規則」という。）附則第六項の規定（同

項の表第十条の二十六第一項の項に係る部分

に限る。）及び次項の規定は、令和元年十二

月一日から適用する。

（調整規定）

２ 貸金業法第十三条第三項に規定する個人

顧客が新規則附則第六項に規定する特例対象

者である場合においては、新型インフルエン

ザ等対策特別措置法（平成二十四年法律第三

十一号）附則第一条の二第一項の政令で定め

る日までの間、貸金業の規制等に関する法律

施行規則の一部を改正する内閣府令（平成十

九年内閣府令第七十九号）附則第九条の二の

規定は、適用しない。

*******
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